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1 条例の改正理由

令和元年5月の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下

「建築物省エネ法」という)の改正により、「建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令」(以下、「省令」という)の一部が令和元年11月7日に改正

され、設計者及び行政庁双方の負担軽減のため、容易に省エネ基準への適否が

判断できるように、新たな簡易な評価方法が追加された。

この簡易な評価方法は、建築物省エネ法第 36 条に基づく表示認定の申請の

評価方法として使用できるため、新たな手数料を定める必要があること、また、

既存の手数料を一部改定する必要が生.じたことから、長,崎市手数料条例の一部

を改正するもの。

2 建築物省エネ法の概要

(1)改正後の建築物省エネ法に基づく主な制度

ア)省エネ基準適合・適合性判定

2000 市以上の建築物(非住宅)について、

工才、ルギー消費性能基準への適合義務及び

適合性判定義務を課す。

※R3年4月1日より 30o n;以上の建築物

(非住宅)が対象

制度

イ)届出

30orr「以上の建築物(住宅・非住宅)につ

いては、省エネ計画を所管行政庁へ届出るこ

とを義務付け。
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'敷地や1恐捗建築の1、'共どii建築物が'、、',YI゛、;置凡;Ξ'

、該語発生1曳IJ淫ゞる旨φぎ示途1できる。
エ)省エネ性能向上計画の認定

単体建築物及び複数の建築物で、国が定め

る省エネ基準を上回る誘導基準に適合する

計画であるものは、所管行政庁(長崎市)の

認定を受けることで容積率の特例が受けら

れる。

改正後

簡易な評価方法の追加

(設計者及ぴ行政庁双方の

負担軽減)
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オ)住宅トップランナー制度

建売戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパー

トを供給する大手住宅事業者に対し、供給す

る建売住宅に関するトップランナー基準(省

エネ基準を上回る基準)への適合を努力義務

とする。

カ)監督体制の強化による省エネ基準へ

300市以上の届出義務の対象建築物におい

て、省エネ基準に適合しない計画に対する監

督体制を強化する。

の適合を徹底

キ)設計者から建築主への説明を義務

付ι

30orrt未満の建築物の新築等の際に設計

計者から建築主への省エネ性能に関する

説明を義務付ける。

(R3年4月1日から施行)

ク)気候・風士の特殊性により、地方

公共団体が独自に省エネ基準を強

化できる仕組みを導入

G去公布日より 2年以内に施行)

簡易な評価方法の追加により

行政庁による審査時間を短縮

゛

※ ^部分が今回の省令改正により手数料を定める部分

簡易な評価方法の追加により

建築主への説明が容易になる
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(2)省令の改正内容

戸建住宅及び共同住宅における簡易な評価方法として、それぞれモデル住

宅法、フロア入力法が追加された。

藷平価方法の内容】

【現行】

標準

簡易

標準計算※1

(性能基準)

仕様確認※2

(仕様基準)

【改正後】

※1 標準計算

標準

※2 仕様確認

時

追加

建物の各部位の面積、断熱性能などを計算し、また、各

設備のエネルギー消費量を計算し、基準値内かを判断す

る。

建物の各部位の仕様及び設備の仕様により国が定める数

値を用いて計算を行い、基準と合致しているかを判断す

る。

簡易

標準計算※1
け生能基準)

仕様確認※2

(仕様基準)

簡易計算
(モデル住宅法)

3

簡易計算
(フロア入力法)
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ア戸建住宅における簡易な評価方法(モデル住宅法)

これまでの標準計算では、部位ごとに面積等を計算していたが、簡易計

算では、簡易計算シートを用いて行い、建物の部位ごとの断熱仕様に応じ、

カタログ等の数値を入力して計算し、基準値内か判断する。

(令和元年1'1月16日施行、運用開始時期:令和 3年4月予定)

国が策定予定の簡易計算シートの例
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イ共同住宅における簡易な評価方法(フロア入力法)

これまでの標準計算では、1 住戸ごとに評価を行う必要があったが、簡

易計算では、各階ごとの計算により基準値内か判断する。

(令和元年11月16日施行、運用開始時期:令和 2年4月予定)
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5

条例の改正内容

1)手数料の設定

今回追加された簡易な評価方法に基づく建築物のエネルギー消費性

能に係る認定申請手数料の算定については、現在定めている簡易な評

価方法である仕様基準と同様である旨、国から考え方が示されている

ため、それに基づく審査時間等により算定する。

(2)新たに定めるもの

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料(法第36条第 1工動

【国土交通大臣が定める簡易な評価方法による場合】

延べ面積
(市)

200 未満

・適合証又は検査済証等の
添付があるもの※

(円)

200 以上

300 以上 2000 未満

2000 以上 5000 未満

300 未満

※

4,700

国の登録を受けた判定機関が事前審査を行ったもの。

5000 以上

4,700

・適合証又は検査済証等の
添付がないもの

(円)

9,500

20,400

45,700

81β00

17,700

19,100

33,400

57,900

105,000

158,900

ノ

二
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(3)従来の金額を見直すもの

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料(法第 36条第 1工動

【仕様基準による場合】

延べ面積
(市)

・適合証又は検査済証等の
添付があるもの※

200 未満

200 以上

300 以上 2000 未満

2000 以上 5000未満

現行

300 未満

5,000

5,000

※

(4)その他所要の整備を行うもの

ア建築物省エネ法に係るもの

手数料条例別表第 1 中、「モデル建物法」を「国土交通大臣が定める簡

易な評価方法」に改める。

イ食品衛生法に係るもの

食品衛生法施行令の令和元年10月の一部改正に伴い、営業許可を要す

る業種の名称表記が改正されたことに伴い、手数料条例別表第 1 中「醤(し
.

よう)油製造業」を「しょうゆ製造業」に、「めん類製造業」を「麺類製造

業」に改める。

10,000

改正後

国の登録を受けた判定機関が事前審査を行ったもの。

5000 以上

(円)

適合証又は検査済証等の
添付がないもの

23,000

4,700

52,000

4,700

94,000

9,500

現行

20,000

20,400

21,000

45,700

改正後

38,000

81,800

(円)

17,700

66,000

6

19,100

120,000

4

33,400

182,000

条例の施行期日

建築物省エネ法に係るものについては、令和2年4月1日_とし、食品衛生

法に係るものについては、公布の日とする。

57,900

105,000

158,900

戸
建

共
同
住
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5 手数料条例別表新旧対照表(抜粋)

0長崎市手数料条例

(件数)

第3条別表第 1第 1号の手数料の件数は、次に掲げるとおりとする。

(1)~(幻略

2~4 略

別表第 1 (第2 条関係)

、1

現1丁

手数料の

種類

区分

(1)~(50)省略

0長崎市手数料条例

(件数)
、

第3条別表第 1第 1号の手数料の件数は、炊に掲げるとおりとする。

(1)~(3)略

2~4 略

別表第 1 (第 2条関係)

単位 ,額 手数料

の対象

務の

拠と

なる法

四等

改正後(案)

手数料の

種類

手数料

の対象

事務の

艮拠と

なる法

ア等

区分

(D ~(50)省略

単位 ,額



(5D 蕃油

製造業許

可申請手

数料

規

(52)~(55)省略

更新

(5田めん

類製造業

(χ) 許可申請

手数料

1件

規

1万

,000

(57)~(210)省略

更新

(21D 建築

牧1コニネノレ

ギー消費

性能確保

計画の適

1件

(5D し

ようゆ

製造業

許可申

請手数

料

1万

,000

ア、建築物エネルギ

消費性能基準に適

口させるべき評価対

が照明設備の一次

ネルギー消費量の

エネ

H牛

規

1万

4,000

1件

(略)

更新

(52)~(55)省略

1万500

(56)麺

類製造

業許可

申請手

数料

(略)

1件

規

工不

(略)

1万

6,000

築物

更新

(57)~(210)省略

法第

12条

第1項

(21D 建

築物工

ネルギ

一消費

性能確

1件 1万

2,000

ア建築物エネルギー

消費性能基準に適合さ

せるべき評価対象が照

明設備の一炊エネルキ

一消費量のみの場合又

1件 1万

4,000

1件

(略)

1万500

(略) (略) 建築物

法第

12条

第1項

、



合性判定

手数料

みの場合又は当該評

対象がない場合

イ ア以外の場合

(.D

評価手

法がモテ

ル建物法

の場合は、

非住宅部

分の床面

積の合計

に応じ、炊

に掲げる

区分

又は第

13条

2項

保計画

の適合

性判定

手数料

は当該評価対象がない

場チロ

(略)

(略)

イ ア以外の場合

(略)

(略)

評価手

(略)

法が国士

(略)

交通大臣

(略)

が定める

(略)

又は第

13条

第2項

鮪易な評

価方法の

場合は、非

住宅部分

の床面積

の合計に

応じ、次に

掲げる区

分

(略)

(略)

(略)

(略)



(212)建築

物エネノレ

ギー消費

性能確保

計画の適

ア建築物エネルギ

一消費性能基準に

適合させるべき評

価対象が照明設備

の一炊エネノレギー

消費量のみの場合

又は当該評価対象

がない場合

合性判定

変更手数

料

(略) (略)

工不

ア以外の場合

(略) 築物

法第

12条

(212)建

評価手

法がモデ

ル建物法

築物工

ネノレギ

一消費

性能確

保計画

の適合

性判定

変更手

数料

2項

又は第

13条

第3項

ア建築物エネルギー

消費性能基準に適合

させるべき評価対象

が照明設備の一炊工

ネルギー消費量のみ

の場合又は当該評価

対象がない場合

の場合は、

非住宅部

分の床面

積の合計

に応じ、次

に掲げる

(略)

区分

イ

(略)

ア以外の場合

(略) 建築物

省エネ

法第

12条

第2項

又は第

13条

第3項

評価手

法が国士

交通大臣

が定める

簡易な評

価方法の

場合は、非

住宅部分

の床面積

の合計に

応じ、次に

岩

、



(213)建築

物エネノレ

ギー消費

性能向上

計画の認

定申請手

数料

ア建

築物

省工

ネ法

第30

条第

2項

に規

定す

る申

出が

ない

(略)

(ア) (略)

(略) (略)

(略)

(イ)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(ウ)適合

証又は性能

評価書の添

付があるも

築物

'エネ

法第

9条

第1項

(略)

(略)

(略) (略)

主宅の部分

を有しない

築物(以

下「非住宅」

(213)建

築物工

ネノレギ

一消費

性能向

上計画

の認定

申請手

数料

(略)

(略)

掲げる区

分

ア建築

物省工

ネ法第

30条第

2項に

規定す

る申出

がない

毛チロ

(略)

(略)

(ア) (略)

(略) (略)

(略)

(イ)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

印各)

(略)

(ウ)適合

証又は性能

評価書の添

付があるも

'築物

'エネ

法第

9条

第1項

(略)

(略)

(略)

主宅の部分

を有しない

、築物(以

下「非住宅」

(略)

印都

=



易ラロ の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く。)

という。)

で評価手法

がモデノレ建

勿法の場合

は、当該非

主宅の床面

貝の合計に

心、じ、炊に

局げる区分

(エ)適合

証又は性能

評価書の添

付がないも

の((イ)

の((ア)

(略)

非住宅で評

手法がモ

ーノレ建物法

又は(オ)

に掲げる場

合を除く)

という。)

で評価手法

が国士交通

の場合は、

当該非住宅

0 大臣が定め

る簡易な評

価方法の場

西は、当該

非住宅の床

面積の合計

に応じ、次

に掲げる区

分

(エ)適合

証又は性能

評価書の添

付がないも

の((イ)

(略)

住宅で評

西手法が国

土交通大臣

が定める簡

易な評価方

-
N



又は(カ)

に掲げる場

合を除く。)

の床面積の

口計に応

じ、炊に掲

げる区分

(オ) (略)

(カ)

(略)

(略)

(略)

(キ)

建

築物

省工

ネ法

第30

条第

(略)

(ア)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(イ)

(略)

(略)

(略)

又は(カ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

(略)

(ウ)

(略)

(略)

(略)

証又は性能

(略)

法の場合

は、当該非

主宅の床面

の合計に

心じ、炊に

げる区分

適合

(略)

(略)

(略)

(略)

E住宅で評

手法がモ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(オ)

(略)

(略)

(略)

(カ)

イ建築

物省工

ネ法第

30条第

2項に

規定す

(略)

(略)

(キ)

(略)

(略)

(ア)

(略)

(略)

(略)

(略)

」

(略)

(イ)

(略)

(略)

(略)

(略)

(ウ)

印扮

(略)

(略)

証又は性能

(略)

適合

(略)

(略)

(略)

(略)

F住宅で評

手法が国

(略)

(略)

佃各)

(略)

(略)

(略)

印扮

(略)

晶



2項

に規

定す

る申

評価書の添

付があるも

の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く。)

出が

デル建物法

ある

の場合

あザロ (エ)適合

証又は性能

評価書の添

付がないも

住宅で評

手法がモ

の((イ)

又は(カ)

に掲げる場

合を除く。)

デノレ建物法

(略)

の場合

(214)

(略)

(215)建築

る申出

(オ)

がある

(カ)

(略)

0

(略)

場合

評価書の添

(キ)

ア

(略)

付があるも

の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

建

(略)

(略)

(ア)

士交通大臣

(略)

が定める簡

(略)

(略)

(略)

な評価力

(略)

法の場合

(略)

(エ)適合

証又は性能

(略)

(略)

(略)

(略)

評価書の添

付がないも

(略)

(略)

非住宅で評

手法が国

(略)

の((イ)

又は(カ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

士交通大臣

築物

(略)

が定める簡

(214)

易な評価力

(略)

(215)建

法の場合

(オ)

(略)

(カ)

0

(略)

ア

(キ)

(略)

建築

(略)

(略)

(略)

(ア)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

'築物

一
心



物エネノレ

ギー消費

性能向上

計画の変

更認定申

請手数料

築物

省工

ネ法

(イ)

第30

条第

2項

(略)

(ウ)適合

証又は性能

評価書の添

付があるも

の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

(略)

に規

定す

る申

(略)

(略)

f住宅で評

手法がモ

デル建物法

(略)

(略)

出が

(略)

(略)

ない

の場合は、

当該非住宅

の床面積の

口計に応

じ、炊に掲

げる区分

'エネ

法第

31条

第1項(略)

(略)

場合

(略)

築物工

ネノレギ

一消費

性能向

上計画

の変更

認定申

請手数

料

物省工

ネ法第

30条第

2項に

規定す

る申出

(イ)

(エ)適合

証又は性能

(略)

(略)

(ウ)適合

証又は性能

評価書の添

付があるも

の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

がない

(略)

住宅で評

手法がモ

(略)

場A

(略)

(略)

F住宅で評

手法が国

士交通大臣

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

が定める簡

(略)

ハエ'ネ

法第

31条

第1項

(略)

易な評価方

.

(略)

法の場合

は、当該非

主宅の床面

責の合計に

0

心じ、次に

げる区分

(エ)適合

証又は性能

(略)

E住宅で評

手法が国

佃勧

勗



評価書の添

付がないも

の((イ)

又は(カ)

に掲げる場

合を除く)

デル建物法

の場合は 、

当該非住宅

の床面積の

口計に応

じ、次に掲

げる区分

0

(略)

(オ)

(カ)

評価書の添

付がないも

の((イ)

又は(カ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

イ

(キ)

建

(略)

(ア)

士交通大臣

(略)

が定める簡

(略)

(略)

勿な評価方

(略)

(略)

法

の場合は、

当該非住宅

の床面積の

己計に応

じ、炊に掲

げる区分

(略)

(略)

0

(略)

(略)

(略)

(オ)

(略)

(カ)

イ

(略)

建築

(キ)

(略)

(ア)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

印御

岑



築物

省工

ネ法

第30

条第

2項

に規

定す

る申

出が

ある

ち〒口

(イ)

(ウ)適合

証又は性能

評価書の添

付があるも

の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く)

(略)

E住宅で評

手法がモ

デル建物法

(略) (略)

の場合

(略) (略)

(エ)適合

証又は性能

評価書の添

付がないも

の((イ)

又は(カ)

に掲げる場

合を除く)

0

F住宅で評

手法がモ

デル建物法

物省工

ネ法第

30条第

2項に

規定す

る申出

がある

場合

法の場合

の場合

(イ)

(略) (略)

(ウ)適合

証又は性能

評価書の添

付があるも

の((ア)

又は(オ)

に掲げる場

合を除く。)

(略)

0

k住宅で評

西手法が国

士交通大臣

(略) (略)

が定める簡

(略)

易な評価方

(略)

法の場合

(エ)適合

証又は性能

評価書の添

付がないも

の((イ)

又は(カ)

に掲げる揚

合を除く。)

0

非住宅で評

西手法が国

士交通大臣

0

が定める簡

(略)

易な評価方

(略)

一
司



(21田建

築物の工

ネノレギー

消費性能

に係る認

定申請手

数料

(オ)

(カ)

ウ

(キ)

ア

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

イ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ウ適合証又は検査

済証等の添付があ

るもの(ア、オ又は

キに掲げる場合を

除く。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

築物

'エネ

法第

36条

1項

一戸建

て住宅で

評価手法

が仕様基

準の場合

は、当該一

戸建て住

宅の床面

積の合計

(略)

る簡易な

(略)

(216)

建築物

のエネ

ノレキ^

消費性

能に係

そ)え忍、メE

申請手

数料

(略)

(オ)

ウ

(カ)

ア

(略)

(キ)

(略)

(略)

(略)

(略)

イ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ウ適合証又は検査済

証等の添付があるも

の(ア、オ又はキに

掲げる場合を除く。)

("御

(略)

(略)

(略)

評価方法

(略)

(略)

(略)

'築物

ハエネ

法第

36条

第1項

一戸建

て住宅で

評価手法

が仕様基

準又は国

士交通大

(略)

(略) 佃勧

(略) (略)

臣が定め

易



に応じ、次

に掲げる

区分

(a) 200

平方メ

トノレ

未満の

もの

(b) 200

平方メ

トノレ

以上の

もの

1件 5 000

の場合は、

当言亥一j=

建て住宅

の床面積

の合計に

応じ、次に

掲げる区

47001件 5 000

(a) 200

平方メ

トノレ

未満の

もの

(b) 200

平方メ

トノレ

以上の

もの

1件

1件 4700

分

一
Φ



共同住

宅等で評

価手法が

仕様基準

の場合は、

当該共同

住宅等の

床面積の

合計に応

じ、次に掲

げる区分

共同住

宅等で評

価手法が

仕様基準

Xは国士

(a) 300 1件

交通大臣

が定める

1万

簡易な評

価方法の

場合は、当

該共同住

宅等の床

面積の合

計に応じ、

炊に掲げ

る区分

(a) 300 1件 9 500

N
O



平方メ

トノレ^

未満の

もの

(b).300

平方メ

トノレ^

以上

2,000平

方メー

トノレ未

満のも

の

(C)

2,000平

方メ ^

トノレ以

上5,000

平方メ

4万

5 700

1件 2万

3,000

平方メ

トノレ

未満の

もの

(b) 300

平方メ

トノレ^

以上

2,000平

方メ

トノレ未

満のも

の

ω

2,000平

方メ ^

トノレ以

上5,000

平方メ

1件 5万

2000

1件

1件

.

2万400

曽



トノレ

未満の

もの

(d)

5,000平

方メ

トノレ以

上のも

る簡易な

適合証又は検査

済証等の添付がな

いもの(イ、力Xは、

クに掲げる場合を

除く)

1件

評価方法

9万

4000

の

一戸建

て住宅で

評価手法

が仕様基

準の場合

は、当該・ー

戸建て住

宅の床面

積の合計

0

トノレ

未満の

もの

(d)

5,000平

方メー

トル以

上のも

.

工適合証又は検査済

証等の添付がないも

の(イ、力又はクに

掲げる場合を除く。)

1件 8万

1 800

の

・一戸建

て住宅で

評価手法

が仕様基

準又は国

士交通大

臣が定め

謁



に応じ、次

に掲げる

区分

(a) 200

平方メ

トノレ

未満の

もの

(b) 200

平方メ

トル

以上の

もの

1件 2万

1力

9 100

の場合は、

1旨昔亥^ノ司

建て住宅

の床面積

の合計に

応じ、次に

掲げる区

分

1件 2万

1 000

.

.

(a) 200

平方メ

トノレ

未満の

もの

(b) 200

平方メ

トノレ

以上の

もの

1件

1件 にり

フ 700

器



共同住

宅等で評

価手法が

仕様基準

の場合は、

当該共同

住宅等の

床面積の

合計に応

じ、炊に掲

げる区分

共同住

宅等で評

価手法が

仕様基準

又は国土

(a) 300

平方メ

トノレ

卑

1件 3万

8000

交通大臣

が定める

簡易な評

価方法の

場合は、当

該共同住

宅等の床

面積の合

計に応じ、

次に掲げ

る区分

(且) 300

平方メ

トノレ

.

1件 3万

3400

ゞ



未満の

もの

(b) 300

平方メ

トノレ

以上

2,000平

方メ

トノレ未

満のも

の

ω

2,000平

方メ ^

トノレ以

上5,000

平方メ

トノレ

未満の

、

1件 6万

6000

1件1件 12万

未満の

もの

(b) 300

平方メ

トノレ

以上

2,000平

方メー

トノレ未

満のも

の

(C)

2,000平

方メ ^

トル以

上5,000

平方メ

トノレ

未満の

10万

5 000

.

1件 5刀

7 900

誤



もの

(d)

5,000平

方メ

トル以

上のも

の

オ適合証Xは検査

済証等の添付があ

るもの(ア、ウ又は

キに掲げる場合を

除く)

1件

,

18万

2000

F住宅で評

手法がモ

デル建物法

0

(略)

の場合は、

当該非住宅

の床面積の

口計に応

じ、次に掲

げる区分

(略)

もの

(d)

5,000平

方メ

トノレ以

上のも

の

オ適合証又は検査済

証等の添付があるも

の(ア、ウ又はキに

掲げる場合を除く。)

1件

゛

15万

8900

非住宅で評

面手法が国

士交通大臣

が宗める鮪

(略)

易な評価力

(略)

法の場合

は、当該非

宅の床面

の合計に

心じ、炊に

げる区分

N
の



力適合証又は検査

済証等の添付がな

いもの(イ、工又は

クに掲げる場合を

除く。)

(略)

f住宅で評

西手法がモ

デル建物法

0

の場合は、

当該非住宅

の床面積の

口計に応

じ、炊に掲

げる区分

(略) (略)

キ (略)

力適合証又は検査済

証等の添付がないも

の(イ、工又はクに

掲げる場合を除く)

ク (略)

(略)

(略)

(略)

住宅で評

手法が国

士交通大臣

(略)

(略)

0

(略)

が.定める簡

(略)

(略)

1

勿な評価方

(略)

(略)

法の場合

は、当該非

主宅の床面

の合計に

心、じ、次に

易げる区分

亀

キ (略)

ク (略)

(略)

(略)

(略)

(略) (略)

(略) (略)

鴫



(217)~(253)省略

ケ (略) (略) (略) (略)

(217)~(25幻省略

ケ (略) (略) (略) (略)

'

器


